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一般質問
竹
森　
　

衛

竹
森　
　

衛

（
日
本
共
産
党
）

空

き

家

問

題

と

今

後

の

対

策

総
務
省
発
表
の
住
宅
・
土
地

統
計
調
査
（
２
０
１
３
年
10
月
現

在
）
で
は
、
住
宅
の
全
国
総
数
６
，

０
６
３
万
戸
の
う
ち
８
２
０
万
戸

が
空
き
家
で
空
き
家
率
は
１
３
．

５
％
。
本
県
で
は
１
３
．
８
％
で

あ
る
。
昨
年
の
一
般
質
問
で
、
本

市
の
空
き
家
率
は
、
平
成
20
年
度

で
15
％
と
の
回
答
が
あ
り
、
市
長

は
「
実
態
調
査
を
し
た
い
」
と
答

弁
し
て
い
た
。
27
年
度
予
算
に
、

空
き
家
等
住
宅
適
正
管
理
の
た
め

の
実
態
調
査
委
託
料
を
計
上
し
て

い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
条
例
制
定

を
進
め
る
の
か
。
ま
た
、
運
用
に

は
多
く
の
課
題
が
あ
る
が
、
空
き

家
対
策
の
計
画
策
定
の
取
り
組
み

の
主
眼
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

管
理
の
行
き
届
か
な
い
老
朽

家
屋
は
、
市
に
苦
情
が
寄
せ
ら
れ

て
お
り
、
道
路
管
理
、
建
築
基
準

法
の
建
築
物
の
維
持
保
全
、
環
境

面
、
防
犯
等
の
様
々
な
部
署
で
、

行
政
指
導
で
対
応
し
て
い
る
が
所

有
者
等
か
ら
反
発
も
あ
り
、
法
的

根
拠
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
。

老
朽
家
屋
に
対
す
る
条
例
制
定
が

全
国
で
急
増
し
、
昨
年
、
本
市
も

条
例
化
を
検
討
し
た
が
、
11
月
に

空
き
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
が
制
定
さ
れ
た
た
め
、

こ
の
法
律
に
基
づ
き
順
次
取
り
組

み
た
い
。「
住
民
や
自
治
会
の
意

識
も
高
め
る
こ
と
を
主
眼
と
し
、

本
市
の
実
情
に
応
じ
た
条
例
化
も

視
野
に
入
れ
、
空
き
家
等
の
適
正

管
理
、
利
活
用
を
推
進
し
た
い
。

空
き
家
対
策
特
別
措
置
法
で

は
、
５
月
か
ら
罰
則
規
定
が
適
用

さ
れ
る
。
特
定
空
き
家
の
判
断
と
、

行
政
執
行
処
分
は
厳
格
で
抑
制
的

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
断
基

準
が
重
要
と
な
る
が
、
協
議
会
の

指
定
や
構
成
等
は
ど
の
よ
う
に
進

め
る
の
か
。
ま
た
、
個
別
事
情
に

即
し
て
、
所
有
者
の
意
見
や
周
辺

住
民
や
有
識
者
を
含
め
た
客
観
的

な
意
見
を
聞
く
場
を
設
け
る
こ
と

も
重
要
で
あ
る
が
考
え
は
。

特
別
措
置
法
で
は
、
放
置
す

れ
ば
倒
壊
等
著
し
く
保
安
上
危
険

と
な
る
お
そ
れ
や
周
辺
の
生
活
環

境
の
保
全
を
図
る
た
め
に
放
置
す

る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
状
態
な

ど
に
あ
る
空
き
家
を
特
定
空
き
家

等
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
判
断
基

準
は
、
国
が
定
め
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
基
づ
き
、
市
と
し
て
設
け
た

い
。
ま
た
、
協
議
会
を
設
置
し
、

様
々
な
意
見
を
聞
き
、
重
点
的
に

取
り
組
む
区
域
や
、
市
の
実
情
に

応
じ
た
空
家
等
対
策
計
画
を
取
り

ま
と
め
て
い
く
。
所
有
者
の
意
見

を
聞
く
場
は
、
ま
ず
聞
き
取
り
を

し
、
立
ち
入
り
調
査
、
そ
し
て
特

定
空
き
家
か
ど
う
か
の
判
断
を
し
、

特
定
空
き
家
と
な
れ
ば
是
正
措
置

等
を
行
い
、
不
履
行
と
な
れ
ば
、

空
き
家
等
適
正
管
理
委
員
会
を
設

置
し
有
識
者
等
で
議
論
し
業
務
を

進
め
た
い
。
そ
こ
で
は
、
相
手
の

事
情
や
意
見
、
証
拠
等
が
提
出
で

き
る
機
会
も
あ
る
。

空
き
家
の
撤
去
が
進
ま
な
い

要
因
に
、
更
地
に
す
れ
ば
固
定
資

産
税
が
６
倍
に
な
る
と
い
う
こ
と

が
あ
る
。
個
人
財
産
と
は
言
え
、

担
税
能
力
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、

一
律
に
行
政
代
執
行
は
進
め
ら
れ

な
い
。
生
駒
市
、
三
郷
町
、
三
宅

町
は
、
倒
壊
の
危
険
回
避
の
た
め

の
補
助
金
を
出
し
て
い
る
。
御
杖

村
で
は
、
空
き
家
バ
ン
ク
を
つ
く

っ
て
定
住
促
進
を
図
っ
て
い
る
。

本
市
の
空
き
家
対
策
の
進
め
方
は
。

「
老
朽
空
き
家
適
正
管
理
」

と
「
空
き
家
の
利
活
用
の
推
進
」

の
２
つ
の
対
策
を
踏
ま
え
、
空
家

等
対
策
計
画
を
策
定
し
た
い
。
条

例
化
し
て
い
る
自
治
体
の
約
３
割

は
是
正
措
置
費
用
や
解
体
費
補
助

な
ど
の
制
度
を
設
け
て
い
る
が
、

個
人
財
産
へ
の
公
費
の
支
出
に
は

慎
重
な
自
治
体
が
多
い
。
様
々
な

意
見
を
聞
き
検
討
し
た
い
。
ま
た
、

地
域
に
応
じ
た
ま
ち
づ
く
り
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
市
で
は
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
よ
り
、
今
井
町
や

八
木
町
で
空
き
家
活
用
の
実
績
が

あ
る
。
中
古
住
宅
の
市
場
化
を
模

索
し
て
い
る
団
体
と
情
報
交
換
等

も
行
っ
て
お
り
、
引
き
続
き
連
携

を
図
り
た
い
。
当
面
は
老
朽
空
き

家
の
課
題
へ
の
対
応
を
主
眼
に
し

て
取
り
組
み
た
い
。

市
長
の
考
え
は
。

本
市
に
は
７
，
８
６
０
軒
の

空
き
家
が
あ
る
が
、
す
ぐ
に
撤
去

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
、

利
用
可
能
な
も
の
が
あ
る
。
撤
去

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
空
き
家
に

関
し
て
は
、
補
助
を
ど
う
す
る
か
、

一
般質問
一
般質問

会
派
名
簿

公　

明　

党
（
４
名
）

大
北
か
ず
す
け
・
亀
甲
義
明

森
下
み
や
子
・
成
谷
文
彦

日
本
共
産
党
（
２
名
）

竹
森　

衛
・
西
川
正
克

至　

誠　

会
（
２
名
）

小
川
和
俊
・
奥
田　

寛

政  

志　

会 

（
２
名
）

た
け
だ
や
す
ひ
こ
・
松
木
雅
德

自
由
民
主
党
（
２
名
）

細
川
佳
秀
・
奥
田
英
人

橿
原
未
来
（
３
名
）

宇
佐
美
孝
二
・
廣
井
一
隆

大
保
由
香
子

い
ず
れ
の
会
派
に
も
所
属
し

な
い
議
員
（
８
名
）

杉
井
康
夫
・
竹
田
き
よ
し

樫
本
利
明
・
高
橋
圭
一

河
合　

正
・
槇
尾
幸
雄

松
尾
高
英
・
水
本
ひ
で
こ

（
平
成
27
年
3
月
23
日
現
在
）

定
例
会
で
は
、
提
案
さ
れ
た
諸
議
案
に
関
係
な
く
、

議
員
自
身
が
議
長
に
通
告
し
、
市
長
及
び
関
係
理
事
者

に
質
問
す
る
日
（
一
般
質
問
日
）
を
設
け
て
い
ま
す
。

今
定
例
会
は
、
３
月
23
日
に
４
人
の
議
員
が
活
発
な

質
問
を
展
開
し
ま
し
た
。

こ
こ
に
そ
の
一
部
を
掲
載
し
ま
す
。

詳
細
は
、
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
の
で
、
是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
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